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は じ め に

世界的な生物多様性危機が、2019年 5月に発表された IPBES地球規模評価報告書によって指摘

された。現状では、生物多様性条約（CBD）が掲げる 2020年を目標年とする愛知目標に届かないだ

けでなく、2030年の持続可能な開発目標（SDGs）の達成も難しい。生物多様性危機の背景にはグ

ローバルな要因とローカルな要因が複雑に絡み合っていて、この解決にはグローバルとローカルの

双方からのアプローチが求められる。その中で、生物多様性に関する国際枠組、国家戦略、地域戦略

を効果的につないで、相乗効果を高めていく必要がある。

ポスト 2020年生物多様性世界枠組の検討が現在進められていて、次回の CBD第 15回締約国会

議（CBD-COP15）で採択される予定である。日本では、これを受けた生物多様性国家戦略（以下、国

家戦略とよぶ）の改定に向けて議論が進められている。今後、新たな生物多様性国家戦略の下、自治

体による生物多様性地域戦略（以下、地域戦略と記載）の改定又は新規策定が進むことが期待され

ている。

PANCESiの研究チームは 2017年に、当時既に地域戦略を策定していた 70基礎自治体を対象に

地域戦略の策定と実施に関するアンケート調査を実施した。また、全都道府県を対象とする同様の

アンケート調査や、PANCESのモデルサイト（北海道、石川県、新潟県、沖縄県）における事例研究

も実施した。この他、地域戦略の策定、改定や実践に役立つ多くの知見が PANCESによる研究で得

られている。

本ポリシーブリーフには、PANCESの一連の研究成果に基づいて、今後地域戦略の策定をより多

くの自治体に広げていくため、及び各自治体が地域戦略の策定と実践をより効果的に進めるための

政策提言をとりまとめた。なお、限られた紙面に PANCESから得られた多くの知見を幅広くわかり

やすく掲載するため、詳しい解説を割愛している。詳しくは、文中に示した参照番号から、PANCES

政策決定者向け要約（SPM）の本文、さらには研究論文を辿ってご参照頂きたい。

生物多様性地域戦略による
自治体の取組推進に向けて
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政策提言

1.各地域の自然、社会や文化の特徴に応じた地域づくりの方針を示す地域戦略の策定には、自治体の生物多様性に関する予算と取組の拡充の他、関係部局の連携強化や住民の意識向上などの効果
がある。しかし、市区町村による地域戦略は未だに少ない。策定済の市区町村には2020年前後に改訂予
定とした自治体が多い。今後、ポスト2020年生物多様性世界枠組の採択と生物多様性国家戦略の改訂を
受けて、地域戦略の新規策定と改定を改めて推進する必要がある。

2.地域戦略の策定推進に最も必要なのは、予算、生物多様性の専門知識、担当職員数の拡充である。自治体の人員と予算が制約される中、複数自治体の合同策定や条例化といった選択肢もある。合
同策定には共通の課題をもつ自治体の連携強化、条例化には施策や予算の根拠を与えて実効性を高める
といったメリットもある。自治体独自の取組では限界があり、国や都道府県の支援が欠かせない。

3.地域戦略策定に向けた協議では、多くの主体を交えた幅広い情報交換が重要である。この過程が、違う立場で生物多様性に関わる複数の部局の協力や主体間の学習機会を提供する。特に、農業、教
育、インフラ部門など、自治体内の多くの部局が策定委員会に参加することで、より多くの種類の生態
系サービスが地域戦略に記載される傾向があり、各部局への生物多様性主流化の効果が期待される。

4.今後の地域戦略の改定や新規策定では、伝統知・地域知の収集や活用を強化する必要がある。森里川海のつながりは地域の生態系サービスの基盤であり、このつながりを評価できる生物指標の活
用が期待される。これまでよく知られていなかった陸と海の文化的サービス、ならびに生態系サービスの
利用と人の定住傾向との関係についての知識が増えつつあり、今後の地域戦略への活用が期待される。

5.将来目標の設定にシナリオは有用な手法である。シナリオづくりへの地域主体の参加が地域の実情に即したシナリオづくりに役立つだけでなく、地域住民の当事者意識を高める効果もある。複
数シナリオに基づく、数値モデルを使ったシミュレーションと、地理情報システムを使った将来の生物
多様性や生態系サービスの分布の可視化は、地域にとって望ましいシナリオの判断に役立つ。

6.生物多様性の保全や持続可能な利用を目的とする施策や計画に限定せず、農林水産、エネルギーや観光等、関連する主体や施策を地域戦略に含めることで、生物多様性に関係のある施策を体系
的に整理し、地域課題に対して統合的かつ効率的に対応することができる。そのために、PANCESで得
られた、再生可能エネルギー、森林、農業や人口関連の政策と生物多様性施策との統合的な実施、ならび
に森里川海をつなぐ集水域管理や沿岸域管理に役立つ知見の活用が期待される。

7.全省庁の生物多様性と生態系サービスに関する施策を検索・参照できるウェブサイトを公開した（http://pances.net/search/）。今後の地域戦略の策定や改訂の際に、目的別に優先度の高い政策の内
容や指標をこのウェブサイトで検索することで、各地域のニーズに合った施策を検討できる。
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生物多様性地域戦略とは？
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生物多様性地域戦略（以下、地域戦略とよぶ）は、
国全体の生物多様性の保全と持続可能な利用

に関する基本的な計画、生物多様性国家戦略（以下、
国家戦略とよぶ）の地域版である（図 1）。日本で
は、2007 年に制定された第３次国家戦略（2007 年）
に地域戦略の必要性が明記され、生物多様性基本法
（2008 年）は地方自治体による地域戦略策定を努力
義務とした。地域戦略は、生物多様性の保全と持続
可能な利用に向けて、地域の自然と社会の実情に応
じた実効性ある政策を実施するために必要とされて
いる1,2。各国における生物多様性条約（CBD）の実
施に地域戦略が果たす役割は広く認知されていて 3、
CBDには地域戦略に関する決議（IX/28 都市と地
方自治体の参加促進）やプロセス（エジンバラプロ
セス）がある。
世界各国の自治体が多様な地域戦略を策定してい
る 4。全般的に生物多様性保全と土地利用を扱うも
のが多い 5が、中には地域の特徴がよく表れたもの
もある。南アフリカ共和国のケープタウンの地域戦
略は、政府機関、非政府組織、研究機関と民間のパー
トナーシップ強化を重視している 6。インドのデリー
の地域戦略は都市計画への生物多様性の主流化を目
的としている 7。ニュージーランドのオークランド
市の地域戦略は先住民の文化に焦点を当てている 5。
日本でも、自治体は「生物多様性地域戦略策定の手
引き（改訂版）」などのマニュアルを活用しつつ、
各地域の自然、社会や文化の特徴に応じた特色ある
地域戦略を策定できる。

日本で地域戦略を策定した自治体の数は、2018
年度末までに 43 都道府県（全体の 91.5％）、18 政
令指定都市（90.0％）、77 市区町村（4.5％）であっ
た 8。こうした自治体の取組に対して、環境省は「地
域生物多様性保全活動支援事業」（2010～ 2014 年）
などの支援や働きかけを行ってきた。地域戦略の策
定によって、多くの自治体で生物多様性保全の取組
が強化された（図 2）。予算の増額も見られ、その
規模は単年度あたり 24 万円から 1,500 万円と幅広
い。生物多様性保全に加えて農業や教育などの取組
強化と予算措置があった自治体もあり（図 2）、こ
うした自治体では地域戦略によって関連部局の連携
が強化されている。地域戦略によって防災の取組を
強化した自治体は少ないが、生態系を活用した防災・
減災（Eco-DRR）やグリーンインフラは生物多様
性に関わりが深いことから、今後の防災担当部局と
の連携強化が望まれる。
地域戦略の策定によって、住民の生物多様性に関
する意識の変化もみられた（図 3）。地域戦略に伝
統知を取り入れた自治体や、地域知の必要性を強く
認識している自治体ほど住民の意識向上がみられ
た。地域戦略の策定過程が伝統知・地域知の認識と
学びの機会となり、地域戦略に活用できると住民の図 1． 国家戦略と都道府県・市区町村の地域戦略との関係

図 2． 地域戦略策定による取組強化と追加予算の有無
※1 生物多様性地域戦略に関する自治体全国調査報告書のデータ9を自治体ごと

に集計し直した。
※2 自治体に複数の回答者がいた場合には、いずれかの回答者が取組強化や予算

について「あり」と回答した場合にその自治体に強化があったとした。

1.
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意識向上につながる可能性がある。また、約半数の
回答者は、地域戦略が社会・経済・くらしに役立っ
ていると認識していた（図 3）。
2021 年にポスト 2020 年生物多様性世界枠組の採
択とこれを受けた日本の国家戦略改訂が予定されて
いる。また、自然環境や社会情勢が急速に変化し、

これらの状況に対応した地域戦略の新規策定や改定
による取組強化が望まれる。地域戦略を策定した多
くの自治体で 2020年前後に改訂を予定している（図 
4）。新規策定または改定に際しては、自治体が直面
している障壁を取り除き、より地域に根ざした実効
性の高い取組が求められる。

図 3． 地域戦略策定の効果 図 4． 地域戦略策定済み自治体の今後の地域戦略改定の予定
※1 生物多様性地域戦略に関する自治体全国調査報告書のデータ9を

自治体職員と策定委員会委員を合算して再集計した。
出典：生物多様性地域戦略に関する自治体調査（2017年1-2月に実施）9

写真提供：水産研究・教育機構　名波 敦
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どうしたら地域戦略の
新規策定が進むのか？

地域戦略策定を促す要因と阻む要因

地域戦略を策定した自治体によれば、生物多様
性基本法による努力義務化、元来の生物多様

性保全に対する問題意識の強さ、周辺自治体や都道
府県といった近隣の自治体による地域戦略の策定
（による刺激）といったことが策定の主な理由とし
て挙げられた（図 5）。一方、未策定自治体の多くは、
知識不足、職員不足と予算不足を未策定の主な理由
に挙げている（図 6）。
全国の基礎自治体へのアンケート調査の結果、地
域戦略を策定した自治体には、職員数が多い、非都
市部面積が広い、策定の過程で環境専門家の影響力
があるといった特徴がみられた。人口の多い都市部
の自治体ほど職員数が多く、財政規模が大きく、専
門の部局を置いて地域戦略を策定する傾向がある。
こうした自治体は理念啓発型ガバナンスの特徴をも
つ（図 7）。一方、非都市部面積が広い、すなわち
自然環境が豊かな市区町村は、生物多様性の行政需
要が多くても職員数が少ないため、農林水産関連部
局が地域戦略の策定を担っている場合が多い。こう

した自治体は、鳥獣被害対策等が中心の要望応答型
ガバナンスの特徴をもつ。
地域戦略を含む生物多様性保全関連施策に係る政
令市の予算額と人員数は、CBD締約国会議第 10 回
会合（COP10）が日本で開催された 2010 年前後に
最初のピークがある（図 8、資料編図 1、２）。そ
の後一旦低下したが、地域戦略の策定数と連動して
微増傾向に転じた。また政令市に限らず、環境省が
「地域生物多様性保全活動支援事業」の交付を行っ
た年度（2010-2014 年度）の策定数が目立って多く、
国の交付金の効果を示唆している。
以上を踏まえると、今後より多くの自治体が地域
戦略を策定するために、予算、専門知識と担当職員
数の拡充が求められる。自治体内で地域戦略の議論
をして問題意識を深めるとともに、地域の有識者（大
学の研究者や NPO）、国の機関（環境省、農林水産
省、国土交通省）、都道府県とのネットワーク形成、
専門的な知識や経験がある職員の採用育成、必要な
予算の充当などによって、地域戦略策定に向けた体

図 5． 生物多様性地域戦略を策定した主な理由（上位５つ） 図 6． 生物多様性地域戦略を策定していない主な理由（上位５つ）
※1 複数回答選択式、策定済自治体、策定予定自治体の担当部局職員が回答、

自治体単位で集計。
※2 策定済自治体のみ回答者が各自治体に複数存在しており、当てはまると回答

した職員が1人でもいる選択肢は当該自治体の策定理由としてカウントした。
※3 共同策定の奄美大島は1市として集計、村は該当する自治体が1つになっ

たため町と合算。

※ 政令市の回答自治体は0であったため表中では記載していない。

2.
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制を強化できる。また、首長といった地域のリーダー
の理解や地域産業振興との相乗効果をねらうこと
で、地域戦略策定の機運を高めることができる。生
物多様性の状態や保全等の取り組みの評価指標 10
によって課題を可視化することは戦略策定の動機付
けにもつながり得る。
自治体が限られた人員と予算で地域戦略を策定す
るためには、複数自治体の合同策定や条例化といっ
た選択肢もある11。全国に先駆けて地域戦略を合同
策定した奄美大島の 5 市町村の例では、世界自然遺
産登録に向けた外来種対策等の共通課題があり、策
定後現在に至るまで 5 市町村の定例会が毎月開かれ
るなど、合同策定によって市町村の連携が強化され
た。条例化は、2007 年 6 月 26 日公布の東近江市の
条例に始まり、2019 年の相模原市まで 10の自治体
の取組がある（資料編表１）。この中には、生物多
様性と文化や地域の風土との相互作用に注目して、
条例名に「生物文化多様性」を含む事例（珠洲市）
もある。条例を伴う地域戦略は、希少種や生息地の

保全といった施策の予算獲得や実施の優先順位を明
確にして実効性を持たせるために有効である。また、
基礎自治体独自の取組では限界がある中、国や都道
府県による支援が欠かせない。愛知県では、県下自
治体の地域戦略策定数を１つの指標に支援を行うこ
とが検討されている。

図 8． 政令市の生物多様性保全関連政策（戦略等）の担当人員の
　　  推移と地域戦略の累積策定数

2016時点までのデータ12,13を基に作成

図 7．  ２つのガバナンス類型
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よりよい地域戦略づくりと
実践に向けて

地域戦略の策定・実施の手続きと体制

地域戦略策定の主な手続きには、地域の生物多
様性に関する現状や課題等の整理、対象区域・

目標・基本方針等の設定、施策・行動計画の立案と
体系化、推進体制・進行管理の仕組みの検討等があ
る。この早い段階から、国、地自治体、民間や市民
団体といった多様な主体の参加が望まれる。また、
地域戦略の効果的な実施に向けて、自治体の担当部
署や多様な主体の連携を促す組織体制を地域戦略に
明記し、活動拠点を設置することが推奨されている 1。
PANCESでは、自治体による地域戦略の策定・実施
に伴う主体間連携の取組やその効果を明らかにした。
地域戦略策定に向けた協議では、多くの主体を交

えた幅広い情報交換が重要である。生物多様性の保
全は農業、林業、水産業や観光業などと利害が一致
しないことも多い 14‒16。地域戦略の策定は、問題解
決に求められる、立場の異なる主体間の協力と学び
合い 17の機会を提供する。多様な主体が共に学び合
うことで、住民を含む幅広い主体の意識変化も期待
できる。これまでに策定された地域戦略には陸域に
ついての記載が多く、海域についての記載が少ない。
海に面した自治体では、漁業など海域に関係する主
体が策定委員などの立場で地域戦略の策定や改定に
加わることで、海域の記載を充実させることができ
る。

PANCESが行った全国の地域戦略策定済みの市
区町村へのアンケート調査（70 自治体が回答）の
結果9では、地域戦略の策定に関与した自治体内の
部局数は、財政規模の大きい自治体と自然林や二次
林の面積の大きい自治体で多いことが明らかになっ
た。財政規模の大きい自治体では最大 14 部局、自
然林と二次林の面積が大きい自治体では最大 11 部
局が関与していた。
地域戦略はまた、地域の科学と政策の連携を促す
プラットフォームとして重要な役割をもつ。同じア
ンケート調査結果をもとに、地域戦略策定過程で自
治体が行った活動が地域戦略に必要な知識の蓄積や
知識の地域戦略への活用にどう影響するのかを分析
した結果、地域戦略策定委員会、勉強会、地域拠点
の整備、独自調査、モデル事業やパブコメ・レビュー
といった取組が知識の蓄積や地域戦略への活用に寄
与していることが示された（表 1）。なかでも、行政、
有識者や企業などを含む分野横断的な策定委員会の
有効性が確認された。特に、策定委員会への農業、
教育、インフラサービスなど、地方自治体の複数の
部門が参加することが、地域戦略に記載されている
生態系サービスを幅広く取り入れるうえで有効であ
り（表 2）、各部門への生物多様性の主流化に向け
た動機付けになると考えられる。

取組項目　 知識の充実度 知識の活用 ES項目数

担当者個人作業 0.373 * 0.338 　 0.032 　
個人的ネットワーク -0.204 -0.096 　 0.183 　
コンサル委託 -0.048 0.120 　 -0.054 　
検討委員会等 0.845 ** 0.837 ** 0.430 　
勉強会・WS等 -0.064 -0.166 　 0.387 *
地域拠点整備 0.176 0.380 * -0.202 　
国・都道府県連携 -0.157 0.065 　 0.189 　
大学・博物館等連携 0.084 -0.050 　 -0.173 　
自治体間ネットワーク 0.305 * 0.066 　 -0.190 　
市民アンケート実施 -0.158 0.167 　 -0.049 　
独自調査・モデル事業等 0.298 * -0.003 　 0.383 *
発信・広報 -0.140 　 -0.075 　 0.140 　
目録・データベース作成 0.314 * 0.305 　 0.034 　
パブコメ・レビュー等 0.349 　 0.694 ** -0.205 　

地域戦略策定の体制に関する指標　 知識の蓄積 知識の活用 ES項目数

策定のきっかけを与えた団体や個人の数 0.094 　 0.196 　 -0.193 　

記載内容に大きな影響力があった人や団体の数 -0.217 * -0.150 　 0.020 　

策定に際して連携した庁内関連部局の数 0.013 　 0.084 　 0.219 ***

策定に際して連携した他の行政組織の数 0.625 * 0.174 　 0.411 *

策定に参加した人や団体の数 -0.024 　 -0.110 　 -0.176 　

策定委員として参加した有識者の専門分野の数 0.105 　 0.177 　 0.022 　

策定委員会の通算開催数 0.029 　 0.005 　 0.045 　

策定期間（月） 0.031 　 0.012 　 0.037 *

表 1． 地域戦略策定に係る各種取組による必要な知識の蓄積と活用への寄与 表 2． 地域戦略策定の体制に関する各種指標と知識の蓄積と活用の程度の関係

注：地域戦略の策定に際して多くの自治体が実施した取組項目の各自治体による取組の有無
を説明変数、地域戦略に必要な知識の充実度、活用の程度及び地域戦略に記載された生
態系サービス（ES）項目数を目的変数とした線形回帰分析の結果。数字は回帰係数、
数字右の**、*はそれぞれ1%、5%水準で有意であることを示す。

注：地域戦略の策定の体制に関する各種指標を説明変数、地域戦略に必要な知識の充実度、活用
の程度及び地域戦略に記載された生態系サービス（ES）項目数を目的変数とした線形回帰分
析の結果。数字は回帰係数、数字右の***、**、*、.はそれぞれ0.1%、1%、5%、10%水準の
有意性を示す。

3.
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情報の収集と整理4.
地域戦略には、生物多様性と生態系サービスの重要性、ならびにその保全と持続可能な利用の意義をわ

かりやすく解説することが求められる 1。PANCESでは、生物多様性に関する伝統知・地域知の現状
や、生物多様性や生態系の科学的な理解を深めるために役立つ指標等の研究成果が得られた。また、地域文
化や人々の自然体験に関する「文化的サービス」について理解が深められた。

伝統知・地域知
地域住民の知識体系の一つとして伝統知や地域知
があり、それらに基づく生態系管理は一つの選択肢
を提供している 18。地域住民による伝統知や地域知
を活かした生態系管理では、生態系の変化をいち早
く察知できる事例 19や、持続可能な管理に結びつ
く事例 20が知られている。また、参加型の意思決
定は、地域の人々の積極的な行動を促すことがある
21。しかし、社会を取り巻く状況や自然環境の変化
により、地域住民による生態系管理の伝統知・地域
知は失われつつある 22。地域戦略に伝統知や地域知
を活用する重要性は広く認識されているものの、情
報不足などの理由で、伝統知・地域知が活用できて
いない実態がある（図 9）。アンケート結果などを
分析した結果、伝統知や地域知の認識や活用は、地
域戦略に関する十分な審議、取組みの強化、取組み
評価への積極性、地域住民の意識変化に関わってお
り、地域戦略への一定の効果が見られた。従って、
今後の地域戦略の新規策定や改定においては、伝統
知や地域知の収集に努め、それらの理解や継承を明
示的に位置づけつつ、それぞれの地域で活用策の具
体化を進めるべきである（SPMii4.2）。そのためには、
伝統知や地域知を保持する地域の多様な主体の参加
が欠かせない。

PANCESでは、佐渡島の海藻利用（食文化）に
関する地域知について調査を行った。海藻の食文化
には、沿岸生態系が提供する供給サービスと文化的
サービスの両面がある。調査結果では、若い世代ほ
ど知っている海藻、食べたことのある海藻、調理し
たことのある海藻の種類が少ないことがわかった
（図 10）。このままでは、2050 年生まれの世代が知っ
ている海藻は約３種類に減少し、海藻の調理経験は
消失すると考えられた。佐渡の海藻食文化に表れて
いる佐渡の海の生態系サービスの維持には、若い世
代への知識継承が必要であり、学校教育での食育、
インターネットでの知識継承、な知識が豊富な高齢
世代から若い世代に伝承する機会を増やすといった
方法が考えられる。

無回答 7% 無回答3%

無回答1%

それらの情報を集めたものの、
整理することができなかった 1%

それらの情報を集めたものの、
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図 9． 地域戦略における伝統知・地域知の
        重要性の認識と十分に活用されて
        いない理由

図 10． 佐渡島の住民の佐渡の海藻利用の知識と生年との関係

※1 生物多様性地域戦略に関する自治体全国調査報
告書のデータ9を自治体職員と策定委員会委員
を合算して再集計した。

ii SPMはPANCES政策決定者向け要約を指す。詳しくは、政策決定者向け要約
文書の該当する番号のセクションをご参照下さい。
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自然利用と地域への帰属意識
農山漁村の人々の地域への帰属

意識（アイデンティティ効用）と
地域固有の生態系サービス（特に
文化的サービス）の利用には密接
な関わりがある。従って、農山漁
村等では、地域の自然と関わりの
深い伝統行事や野外レクリエー
ション、環境学習の促進によって、
都市への人口流出を抑制できる可
能性があり（SPM4.3）、地域戦略
の策定がこの一助となる。

陸域の生態系サービス
陸域の文化的サービスのうち人々の余暇活動や教育
などの自然利用は、大都市近郊では植生の面積が大き
いほど、山岳地域では植生の自然度が高いほど多い傾
向がある。このように文化的サービスが場所や生態系
の質によって異なることを考慮した土地利用や生態系
の管理が求められる。例えば、山間部の人工林を自然
林に近い植生に転換することで、余暇・教育活動の充
実が期待できる（SPM2.3.1）。

沿岸域の生態系サービス
沿岸域の生態系サービスは、海藻
以外の魚介類の漁獲が西日本で多
く、レジャーは南方で多いなど、地
域差が大きい。また地球温暖化の影
響にも地域差が大きい（SPM3.1.1）。
沖縄サイト（八重山諸島）の研究で
は、生計のための水産資源、海に関
連した文化、レクリエーション、サ
ンゴ礁への愛着、ならびに気象との
闘いの５つの海の価値を特定した
（SPM8.1）。このように沿岸域の生
態系サービスや地球温暖化の影響
には大きな地域差がある。この地域
差を踏まえた地域戦略を策定する
ことで、沿岸域生態系の効果的な管
理が期待できる。

森里川海をつなぐ生物指標
森里川海のつながりは地域の生態系サービスの
基盤である。このつながりを評価できる生物指標
の特定とモニタリングによって、森里川海のつな
がりの理解を深めることができる。北海道東部地
域では、川と海を回遊するサクラマスとサクラマ
スに寄生するカワシンジュガイの関係に注目して、
カワシンジュガイを森里川海の連結性を評価する
ための指標種としてモニタリングを行っている
（SPM3.4.2）。カワシンジュガイの生息状況によっ
て、河川の水質や底質、川と海とのつながり（あ
るいはダムや堰による分断の影響）を評価できる。

情報の収集と整理4.
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地域戦略の目標設定には、初めに将来像を描き、
現状からどうやってそこに至るのかを検討す

る方法（バックキャスト）と、現状からの積み上げ
で検討する方法（フォアキャスト）がある 1。バッ
クキャストによる将来目標の設定には、さまざまな
不確実性を考慮して複数の将来像を描くシナリオと
いう手法が有用である。研究者と地域主体が協働で
シナリオをつくる例もあり、地域主体の参加は地域
の実情に即した多様なシナリオを描くのに役立ち、
地域住民の当事者意識を高める効果もある。
PANCESでは佐渡市の協力を得て参加型の地域

シナリオづくりを試みた結果、次のような教訓が得
られた 23。参加者の将来の関心事は多様で、シナリ
オのテーマを将来の社会像とすると議論が発散しや
すい。なるべく早い段階で議論を絞り込むことが重

要である。後述のシミュレーションをやるなら、シ
ミュレーション可能なシナリオかという視点も必要
である。
複数のシナリオに基づいて数値モデルによるシ
ミュレーションを行い、その結果をシナリオ間で比
較することで、どのシナリオが具体的にどの程度望
ましいのかがわかる。地理情報システムによる将来
の生物多様性や生態系サービスの分布の可視化がこ
うした判断に役立つ（図 11）。なお、ここで使う数
値モデルは、対象にする政策や生態系サービスの種
類、データの整備状況によって異なる。多様なデー
タ（例えば土地利用や人口分布に加え、森林蓄積や
生物分布など）を時系列で整備しておくことで、多
様なシミュレーションが可能になる。

図 11． 佐渡シナリオ分析の結果

注：生態系サービス指数は、食料生産・炭素固定・水質浄化・トキの生息地提供を、佐渡市民へのアンケートから算出した重要度
で重みづけ平均したもの。レーダーチャートはそれぞれ黄（食料生産）・緑（炭素固定）・青（水質浄化）・赤（トキの生息
地提供）を表し、サービス毎に各シナリオを比較して最も大きいものを1に基準化したものである。 
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農林水産、エネルギーや観光等、関連分野の主体や施策を広く地域戦略に含めることで、生物多様性に
関係のある施策を体系的に整理し、地域課題に統合的に対応できる 1。PANCESでは、再生可能エネ

ルギー、森林、農業や人口関連の政策と生物多様性施策との統合的な実施、ならびに森里川海をつなぐ集水
域管理や沿岸域管理に役立つ知見が得られた。

施策・行動計画づくり

再生可能エネルギーと生物多様性
固定価格買い取り制度（FIT）が導入された
2012 年以降、日本国内ではメガソーラーをはじ
めとする太陽光による発電量が急増している。太
陽光発電は、発電時に温室効果ガスを排出せず、
エネルギー安全供給にも寄与する重要なエネル
ギー源であるが、自然度の高い土地での発電所の
開発は生態系に影響する。
そこで、現在の空中写真と過去の土地利用図の
比較から日本全土のメガソーラー設置に伴う土地
改変量を分析したところ、メガソーラー発電所の
多くは森林を伐採し開発されていることが明らか
になった（図 12 左端）。このうち落葉広葉樹林、
落葉針葉樹林、常緑広葉樹林及び常緑針葉樹林の
改変量が多く全体の約 30％を占め、地域別にみ
ると関東や九州沖縄地方で改変量が特に大きい。
さらに木材供給、炭素貯留および流出特性の変化
量を解析した結果、いずれも土地利用改変量が大
きかった森林で生態系サービスが著しく減少した
（図 12）。すなわち、森林を伐採し、メガソーラー
発電所を設置することで生態系サービスが消失し
ていることが示唆された。今後の太陽光発電の開
発には生態系への負荷を考慮した適切な計画が求
められる。
人口政策 
地方部で人口減少が続く中、都市部との人の対
流を増やす必要がある。そのために各地域は、観
光やレジャーなどをきっかけに継続的な訪問者を
獲得し、訪問者が地域への関わりを深める機会
を作ることで、二地域居住や移住へとつなげる
流れを創出することが重要である。PANCESで
は、人々が関係人口として訪問する地域と居住
地との間の距離分布や、訪問の動機などの分析
により、現在各都道府県の関係人口は数 10～数
100 万人規模で存在すると推計され、その戦略的
な誘致・拡大政策の検討に資する知見が得られた
（SPM1.4）。

6.

12

図 12． 全国のメガソーラー設置による土地改変量と生態系サービスの変化量
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林業
１つの生態系サービスが増えると他の生態系サービスが損なわれるトレードオ
フが起こる場合があり、トレードオフの有無や程度は地域によって異なる。例え
ば、南日本では木材生産を増やす土地利用が同時にキャンプ場の提供などにより
余暇活動を促進する可能性があるが、北海道では逆に、木材生産を増やす土地利
用が余暇活動を阻害する可能性がある（SPM2.4）。こうした地域特性を踏まえて、
生態系サービスの多面性を損なわない土地利用が求められる。
農業 
農農地は多くの生物の生息地や多様な生態系サービスを提供している。ト
キやコウノトリのように農業と自然との共生を象徴する絶滅危惧種も多い。
PANCESでは、佐渡島でのトキの野生復帰を支えた「朱鷺と暮らす郷づくり認
証米」制度を中心とする水田農業システムの転換の過程を分析し、転換に寄与し
た次の５つの要因を導いた：(1)トキの野生復帰という幅広い主体が共有する目
標の存在、(2) 先駆的な農家の存在、(3) 先駆的な取組を大きな流れに発展させた
地域内外のネットワーク、(4) 制度化や普及を主導した自治体の役割、(5) 台風被
害や「平成の大合併」といった外的要因。また今後の展開に向けて、認証制度の
継続的改善、認証米の戦略的な販促、経済的インセンティブの効率化、および人
口政策との連携の４つの課題を挙げた。さらには、こうした取組に地域戦略が果
たせる役割にも触れた。
集水域管理 
森里川海の相互作用や将来の土地利用変化、気候変動を考慮した流域管理が、
流域の生態系サービスの維持・向上に貢献する。森林による炭素貯留や養分循環
の保全 28、農地による食料生産と施肥管理の両立によって、下流域への適正な栄
養塩供給を維持できる（SPM3.4.1）。例えば、広島湾の牡蠣養殖は広島湾に注ぐ
太田川流域の森林によって維持されていて、牡蠣生産の経済価値は森林保全の費
用を上回るという報告もある（SPM3.4.3）。河道や河畔植生の自然性の維持や、
森里川海のつながりを示す生物指標を使ったモニタリングや流域管理の有効性も
示されている（SPM3.4.2）。
沿岸域管理 
沿岸域の社会生態系がもつ複雑な因果関係の理解が沿岸域管理に役立つ。例え
ば、気候変動が石西礁湖の社会生態系に与える影響の因果関係を整理した結果、
サンゴの保護再生や海洋保護区の拡大などの重要性が明らかになった（SPM4.1）。
将来シナリオづくりには、行政を含む地域の幅広い主体の参加を得て、地域の実
情を踏まえた将来像を複数描いて比較できるとよい。海洋保護区の指定には、シ
ナリオごとに「保護する目的」、「保護対象種」、「保護の強度」の指標を定め、こ
の指標を満たす候補海域を挙げて検討することが望ましい（SPM8.3）。
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森林環境譲与税を活用した取組
2019 年度から自治体への交付が始まった森林環境譲
与税（当初約 200億円、最終的に約 600億円規模で運
用予定）は生物多様性施策にも関連が深い。都道府県と
市区町村が譲与の対象で、金額は各市区町村の私有林
人工林面積（10 分の 5）、林業就業者数（10 分の 2）、
総人口（10分の 3）によって定められる。この人口割によっ
て都市部にも配分され、都市部での木材利用と農山村部
での林地管理や担い手育成の両方を促進することが期
待されている。都道府県による譲与税の使途の現状をみ
ると、森林所有者への意向調査支援、技術指導や研修

開催、人材確保、担い手支援に重点が置かれている（図 
13）。この中には、針広混交林化のように、気候変動対策
と生物多様性の両方に資する施策も含まれている。また譲
与税を活用して都市部と農山村部の連携を推進する例も
みられる（図 14）。市町村合併等により市域内に都市部
と農山村部を有する政令市等では、木材循環等を通じた
都市・農山村連携による環境整備を市内でも行い得る 24。
37 府県では県単位の超過課税を導入して、森林環境の
整備を行っており、国レベルの施策としての森林環境譲与
税とのすみ分けと相乗的活用が期待されている 25。

図 13． 47都道府県を対象とした環境譲与税を基にした市町村への
　　　支援政策の重点度に関する調査結果26

図 14． 秩父市と豊島区の連携事業のスキーム27
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施策・行動計画づくり6.
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政策支援ツール7.

PANCESでは省庁にまたがる生物多様性と生態系サービスに関する施策の包括的インベント
リを構築した 29。まず、生物多様性国家戦略 2012-
2020など計 6 文書から延べ 1,467 施策を網羅的に
抽出し、既往施策群としてデータベース化した。次
に政策ワーキンググループでの検討を通じて、重要
と考えられる政策を陸域 89 件、海域 64 件の合計
153 件を抽出し、研究者による優先度調査を行って
PANCES 政策オプションとして作成した。各オプ
ションは対象領域（陸域／海域）のほか、主要な生
態系サービス（食料、炭素固定、レクリエーション、
その他）でカテゴリ区分したほか、ポスト 2020 生
物多様性枠組（0.2ドラフト）の 2030ターゲット、
SDGs 及び既往施策群との関連付けを実施した。こ
れらもとに、対象領域、生態系サービス、ポスト

2020 生物多様性枠組や SDGs 等から優先度の高い
政策オプションを絞り込み検索・表示し、さらに関
連する既往施策群のリスト及び内容が参照できるシ
ステムを構築した（図 15）。これを政策支援ツール
（試行版）とし、http://pances.net/search/から
アクセスできるようにした。元データのダウンロー
ドも可能で、目的に応じて自由に利用することがで
きる。
今後の生物多様性地域戦略の策定・改訂にあたっ
ては、この政策支援ツールを活用することで、優先
度の高い政策オプションの把握や関連する既往施策
の内容の把握が可能となり、地域の環境特性を踏ま
えた上で戦略に盛り込むべき政策オプション案の検
討に資すると考えられる。

図 15． 政策支援ツールの概要
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